
自 ２ 月 20 日

至 ３ 月 17 日

第 １ 日 ２ 月 20 日

第 ２ 日 ２ 月 21 日

第 ３ 日 ２ 月 22 日

第 ４ 日 ２ 月 23 日

第 ５ 日 ２ 月 24 日

第 ６ 日 ２ 月 25 日

第 ７ 日 ２ 月 26 日

第 ８ 日 ２ 月 27 日

第 ９ 日 ２ 月 28 日

第 10 日 ３ 月 １ 日

第 11 日 ３ 月 ２ 日

第 12 日 ３ 月 ３ 日

第 13 日 ３ 月 ４ 日

第 14 日 ３ 月 ５ 日

第 15 日 ３ 月 ６ 日

第 16 日 ３ 月 ７ 日

第 17 日 ３ 月 ８ 日

第 18 日 ３ 月 ９ 日

第 19 日 ３ 月 10 日

第 20 日 ３ 月 11 日

第 21 日 ３ 月 12 日

第 22 日 ３ 月 13 日

第 23 日 ３ 月 14 日

第 24 日 ３ 月 15 日

第 25 日 ３ 月 16 日

第 26 日 ３ 月 17 日

会　期 月　日 曜 日 開議時刻 日               程

金 午前10時

開会。会議録署名議員の指名。会期の決定。諸般の報告。
特別委員長報告。報告者に対する質疑。市長の施政方針並
びに議案等の上程（提案理由の説明、議案等の補足説明）。
陳情の上程・委員会付託。

土 休　　会

日 休　　会

月 休　　会（天皇誕生日）

火 休　　会（議案審査のため）

水 午前10時 行政一般質問（通告第１号から通告第４号まで）

木 午前10時 行政一般質問（通告第５号から通告第８号まで）

金 午前10時 行政一般質問（通告第９号、通告第10号）

土 休　　会

日 休　　会

月 午前10時
議案等に対する質疑・委員会付託（ただし議案第16号から
議案第20号まで、及び議案第26号から議案第30号までにつ
いては討論・採決の予定）。

火 午前10時 休　　会（総務常任委員会）

水 午後１時 休　　会（建設経済常任委員会）

木 午後１時 休　　会（文教厚生常任委員会）

金 午後１時 休　　会（予算常任委員会）

土 休　　会

日 休　　会

月 午前10時 休　　会（予算常任委員会）

火 休　　会（委員長報告書作成のため）

水 休　　会（委員長報告書作成のため）

木 休　　会（委員長報告書作成のため）

金 休　　会（委員長報告書作成のため）

土 休　　会

日 休　　会

月 休　　会（委員長報告書作成のため）

火 午前10時
特別委員長報告。常任委員長報告。報告者に対する質疑。
討論・採決。閉会。

（■令和８年第１回鴨川市議会定例会会期日程表■）

26 日間


